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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空気圧作動式締結具駆動工具とともに使用するためのアダプタであって、
　（ａ）速度制御通路、トリガ制御通路、発射弁制御通路及びガス圧源通路を含む、ガス
の流れが通過することを可能にする複数の通路を有するハウジングと、
　（ｂ）前記ハウジング内の、左ガス通路及び右ガス通路を含む開口部内で移動可能な制
御弁と
を備え、
　（ｃ）前記複数の通路のうちの少なくとも２つが前記制御弁と常に流体連通し、前記複
数の通路のそれぞれが前記ハウジングの嵌合面に沿った所定の位置まで延びており、
　（ｄ）前記開口部内に位置し、前記制御弁の第１端に近位のバネをさらに備え、
　（ｅ）第１の動作状態では、前記制御弁は、前記開口部内において、前記トリガ制御通
路と前記発射弁制御通路との間でガスが前記左ガス通路を通って流れることを可能にする
第１の位置を占め、
　（ｆ）第２の動作状態では、前記速度制御通路内へのガスの流れが、前記制御弁を前記
開口部内の第２の位置の方へ動かし、
　（ｇ）第３の動作状態では、前記速度制御通路内への前記ガスの流れが、前記開口部内
において前記バネを圧縮する前記第２の位置に前記制御弁を移動させ、その後、前記ガス
圧源通路と前記発射弁制御通路との間でガスが前記右ガス通路を通って流れることを可能
にし、
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　（ｈ）第４の動作状態では、前記バネが前記開口部内において前記制御弁を前記第１の
位置の方に移動させて戻す、アダプタ。
【請求項２】
　請求項１に記載のアダプタであって、
　前記第４の動作状態に入った後、前記制御弁の前記開口部内での前記第1の位置へ戻る
移動が、前記トリガ制御通路と前記発射弁制御通路との間でガスが前記左ガス通路を通っ
て流れることを再び可能にする、アダプタ。
【請求項３】
　請求項１に記載のアダプタであって、
　前記第２の動作状態の少なくとも一部の間において、前記速度制御通路内への前記ガス
の流れが、前記制御弁の前記バネとは反対側の第２端に作用して、前記開口部内において
前記制御弁を前記第１の位置から前記第２の位置の方へ移動させる、アダプタ。
【請求項４】
　請求項１に記載のアダプタであって、
　前記速度制御通路を通って流れるガスの流量を変化させ、それによって、前記第２の動
作状態から前記第３の動作状態への遷移の間に前記開口部内において前記第１の位置から
前記第２の位置まで前記制御弁を移動させる動作の速度に影響を及ぼす速度制御ねじをさ
らに備える、アダプタ。
【請求項５】
　請求項１に記載のアダプタであって、
　前記開口部内において前記左ガス通路と前記右ガス通路を流体的に区分する、前記制御
弁上の中央ランドを備える、アダプタ。
【請求項６】
　空気圧作動式締結具駆動工具とともにアダプタを使用する方法であって、
　（ａ）速度制御通路、トリガ制御通路、発射弁制御通路及びガス圧源通路を含む、ガス
の流れが通過することを可能にする複数の通路を有するハウジングを提供することと、
　（ｂ）前記ハウジング内の、左ガス通路及び右ガス通路を含む開口部内で移動可能な制
御弁を提供することと、
　（ｃ）前記開口部内に位置し、前記制御弁の第１端に近位のバネを提供することと
を備え、
　（ｄ）前記複数の通路のうちの少なくとも２つが前記制御弁と常に流体連通し、
　（ｅ）動作状態のサイクルを通じて前記制御弁を動作することをさらに備え、
　　　（ｉ）第１の動作状態では、前記制御弁を、前記開口部内において、前記トリガ制
御通路と前記発射弁制御通路との間でガスが前記左ガス通路を通って流れることを可能に
する第１の位置に配置し、
　　　（ｉｉ）第２の動作状態では、前記制御弁を前記開口部内の第２の位置の方へ動か
す前記速度制御通路内へのガスの流れを可能にし、
　　　（ｉｉｉ）第３の動作状態では、前記速度制御通路内への前記ガスの流れの使用に
よって、前記開口部内において前記バネを圧縮する前記第２の位置に前記制御弁を移動さ
せ、その後、前記ガス圧源通路と前記発射弁制御通路との間でガスが前記右ガス通路を通
って流れることを可能し、
　　　（ｉＶ）第４の動作状態では、前記バネの使用によって前記開口部内において前記
制御弁を前記第１の位置の方へ移動させて戻す、方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法であって、
　前記第４の動作状態に入った後、前記開口部内において前記制御弁を前記第1の位置へ
戻るように移動させ、前記トリガ制御通路と前記発射弁制御通路との間でガスが前記左ガ
ス通路を通って流れることを再び可能にする、方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の方法であって、
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　前記第２の動作状態の少なくとも一部の間において、前記開口部内において前記制御弁
を前記第１の位置から前記第２の位置の方へ移動させる前記速度制御通路内への前記ガス
の流れが、前記制御弁の前記バネとは反対側の第２端に作用することを可能にする、方法
。
【請求項９】
　請求項６に記載の方法であって、
　前記速度制御通路を流れるガスの流量を変化させ、それによって、前記第２の動作状態
から前記第３の動作状態への遷移の間に前記開口部内において前記第１の位置から前記第
２の位置まで前記制御弁を移動させる動作の速度に影響を及ぼす速度制御ねじを提供する
ことをさらに備える、方法。
【請求項１０】
　請求項６に記載の方法であって、
　前記開口部内において前記左ガス通路と前記右ガス通路を流体的に区分する、前記制御
弁上の中央ランドを提供することをさらに備える、方法。
【請求項１１】
　アダプタ及び空気圧作動式締結具駆動工具の組合せであって、
　空気圧作動式締結具駆動工具は、
　　ユーザによって作動されるトリガと、
　　作動されると締結具を前記工具からワークピースに駆動する発射弁と、
　　第２のトリガ制御通路と、
　　第２の発射弁制御通路と
を備え、
　　前記第２のトリガ制御通路は、前記工具の前記トリガがユーザによって作動されたと
きに状態を変化させるトリガガス流信号を収容するために使用され、
　　前記第２の発射弁制御通路は、前記発射弁が作動されるべきときに状態を変化させる
発射ガス流信号を収容するために使用され、
　（ａ）アダプタは、
　　速度制御通路、第１のトリガ制御通路及び第１の発射弁制御通路を含む、ガスの流れ
が通過することを可能にする複数の通路を有するハウジングと、
　　前記ハウジング内の開口部内で移動可能な可動制御弁と
を備え、
　　前記複数の通路のうちの少なくとも２つが、前記制御弁と連通し、前記ハウジングの
嵌合面に沿った所定の位置まで延びており、
　（ｂ）前記ハウジングの前記嵌合面が、前記空気圧作動式締結具駆動工具に隣接して取
り付けられており、それにより、
　　前記第２のトリガ制御通路は、前記アダプタの嵌合面に沿った前記第１のトリガ制御
通路の所定の位置に嵌合し、
　　前記第２の発射弁制御通路は、前記アダプタの前記嵌合面に沿った前記第１の発射弁
制御通路の所定の位置に嵌合し、
　（ｃ）前記トリガが作動されていない初期動作状態では、前記制御弁は第１の位置を占
め、前記第１の位置は、前記第１のトリガ制御通路と前記第１の発射弁制御通路との間で
ガスが流れることを可能にし、
　（ｄ）前記トリガがユーザによって作動された第２の動作状態では、前記制御弁は、ガ
スが前記速度制御通路内に流れることを可能にし、
　（ｅ）前記トリガが作動されたままである第３の動作状態では、前記速度制御通路内へ
の前記ガスの流れが、前記制御弁を第２の位置に移動させ、前記第２の位置は、前記第１
のトリガ制御通路と前記第１の発射弁制御通路との間でガスが流れることを防止するが、
加圧ガス源と前記第１の発射弁制御通路との間でガスが流れることを可能にし、
　（ｆ）前記トリガが作動されたままである第４の動作状態では、バネが、前記制御弁を
前記第１の位置に移動させて戻し、前記第１の位置は、前記第１のトリガ制御通路と前記
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第１の発射弁制御通路との間でガスが流れることを再び可能にする、アダプタ及び空気圧
作動式締結具駆動工具の組合せ。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のアダプタ及び空気圧作動式締結具駆動工具の組合せであって、
　前記ガスは空気を含む、アダプタ及び空気圧作動式締結具駆動工具の組合せ。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のアダプタ及び空気圧作動式締結具駆動工具の組合せであって、
　前記速度制御通路を通って流れるガスの流量を変化させ、それによって、前記第３の動
作状態の間に前記制御弁を前記第１の位置から前記第２の位置に移動させる動作の速度に
影響を及ぼす速度制御ねじをさらに備える、アダプタ及び空気圧作動式締結具駆動工具の
組合せ。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１７年９月２０日に出願された「ＡＵＴＯＭＡＴＩＣ　ＰＮＥＵＭＡＴ
ＩＣ　ＦＡＳＴＥＮＥＲ　ＤＲＩＶＩＮＧ　ＴＯＯＬ　ＡＤＡＰＴＥＲ」と題された特許
出願第１５／７０９，５６３号に対する優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本明細書に開示される技術は、概して、空気圧式締結具駆動工具に関し、具体的には、
締結具駆動工具を自動（一秒当たり複数ショット）空気圧式締結具駆動工具に変換するア
ダプタを対象としている。実施形態は、アダプタが加圧空気を工具本体内の異なる通路に
繰り返し周期的に向けるように自動的に移動する制御弁を有する、空気圧式締結具駆動工
具のフレーム本体に取り付けられるアダプタとして具体的に開示される。作動速度は、ユ
ーザによって調整することができる。
　連邦政府支援の研究又は開発に関する記載
【０００３】
　なし。
【背景技術】
【０００４】
　特定の空気圧作動式ステープラは、外壁、家具の枠組み、屋根葦き、床の下張り、パレ
ットなどの高耐久性締結具用途に使用される。そのような高耐久性ワイヤステープラの例
は、少なくとも長さ５０ｍｍのステープルを駆動することができるＳｅｎｃｏ　Ｍｏｄｅ
ｌ　Ｎｏ．ＳＨＳ５１ＸＰ－Ｎである。この工具は、単発の装置である。
【発明の概要】
【０００５】
　繰り返しサイクルで移動して、圧縮空気などの加圧ガスを工具本体内の適切な通路に向
ける制御弁を提供することによって、締結具駆動工具上に取り付けられ、工具がより速く
、かつ周期的に動作することを可能にする、アダプタを提供することが利点である。
【０００６】
　工具の発射ペースをユーザによって調整することができる、繰り返しサイクルで移動し
て、（圧縮空気などの）加圧ガスを工具本体内の適切な通路に向ける制御弁を提供するこ
とによって、締結具駆動工具上に取り付けられ、工具がより速く、かつ自動発射サイクル
で動作することを可能にする、アダプタを提供することが利点である。
【０００７】
　追加の利点及び他の新規な特徴は、以下の説明に部分的に記載され、一部は、以下の検
討時に当業者には明らかとなるであろう、又は本明細書に開示される技術の実践によって
習得することができる。
【０００８】
　前述の利点及び他の利点を達成するために、一態様によれば、空気圧作動式締結具駆動



(5) JP 6959437 B2 2021.11.2

10

20

30

40

50

工具とともに使用するためのアダプタが提供され、アダプタは、（ａ）速度制御通路、ト
リガ制御通路、発射弁制御通路及びガス圧源通路を含む、ガスの流れが通過することを可
能にする複数の通路を有するハウジングと、（ｂ）前記ハウジング内の、左ガス通路及び
右ガス通路を含む開口部内で移動可能な制御弁とを備え、（ｃ）前記複数の通路のうちの
少なくとも２つが前記制御弁と常に流体連通し、前記複数の通路のそれぞれが前記ハウジ
ングの嵌合面に沿った所定の位置まで延びており、（ｄ）前記開口部内に位置し、前記制
御弁の第１端に近位のバネをさらに備え、（ｅ）第１の動作状態では、前記制御弁は、前
記開口部内において、前記トリガ制御通路と前記発射弁制御通路との間でガスが前記左ガ
ス通路を通って流れることを可能にする第１の位置を占め、（ｆ）第２の動作状態では、
前記速度制御通路内へのガスの流れが、前記制御弁を前記開口部内の第２の位置の方へ動
かし、（ｇ）第３の動作状態では、前記速度制御通路内への前記ガスの流れが、前記開口
部内において前記バネを圧縮する前記第２の位置に前記制御弁を移動させ、その後、前記
ガス圧源通路と前記発射弁制御通路との間でガスが前記右ガス通路を通って流れることを
可能にし、（ｈ）第４の動作状態では、前記バネが前記開口部内において前記制御弁を前
記第１の位置の方に移動させて戻す。
【０００９】
　別の態様によれば、アダプタ及び空気圧作動式締結具駆動工具の組合せが提供され、空
気圧作動式締結具駆動工具は、ユーザによって作動されるトリガと、作動されると締結具
を前記工具からワークピースに駆動する発射弁と、第２のトリガ制御通路と、第２の発射
弁制御通路とを備え、前記第２のトリガ制御通路は、前記工具の前記トリガがユーザによ
って作動されたときに状態を変化させるトリガガス流信号を収容するために使用され、前
記第２の発射弁制御通路は、前記発射弁が作動されるべきときに状態を変化させる発射ガ
ス流信号を収容するために使用され、（ａ）アダプタは、速度制御通路、第１のトリガ制
御通路及び第１の発射弁制御通路を含む、ガスの流れが通過することを可能にする複数の
通路を有するハウジングと、前記ハウジング内の開口部内で移動可能な可動制御弁とを備
え、前記複数の通路のうちの少なくとも２つが、前記制御弁と連通し、前記ハウジングの
嵌合面に沿った所定の位置まで延びており、（ｂ）前記ハウジングの前記嵌合面が、前記
空気圧作動式締結具駆動工具に隣接して取り付けられており、それにより、前記第２のト
リガ制御通路は、前記アダプタの嵌合面に沿った前記第１のトリガ制御通路の所定の位置
に嵌合し、前記第２の発射弁制御通路は、前記アダプタの前記嵌合面に沿った前記第１の
発射弁制御通路の所定の位置に嵌合し、（ｃ）前記トリガが作動されていない初期動作状
態では、前記制御弁は第１の位置を占め、前記第１の位置は、前記第１のトリガ制御通路
と前記第１の発射弁制御通路との間でガスが流れることを可能にし、（ｄ）前記トリガが
ユーザによって作動された第２の動作状態では、前記制御弁は、ガスが前記速度制御通路
内に流れることを可能にし、（ｅ）前記トリガが作動されたままである第３の動作状態で
は、前記速度制御通路内への前記ガスの流れが、前記制御弁を第２の位置に移動させ、前
記第２の位置は、前記第１のトリガ制御通路と前記第１の発射弁制御通路との間でガスが
流れることを防止するが、加圧ガス源と前記第１の発射弁制御通路との間でガスが流れる
ことを可能にし、（ｆ）前記トリガが作動されたままである第４の動作状態では、バネが
、前記制御弁を前記第１の位置に移動させて戻し、前記第１の位置は、前記第１のトリガ
制御通路と前記第１の発射弁制御通路との間でガスが流れることを再び可能にする。
【００１０】
　更に他の利点は、本技術を実施するために企図される最良の形態のうちの１つにおける
好ましい実施形態が記載され、示されている、以下の説明及び図面から当業者には明らか
となるであろう。実現されるように、本明細書に開示される技術は、他の異なる実施形態
が可能であり、そのいくつかの詳細は、全てその原理から逸脱することなく、様々な明白
な態様において修正が可能である。したがって、図面及び説明は、本質的に例示的であり
、限定的ではないと見なされる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を形成する添付の図面は、本明細書に開示され
る技術のいくつかの態様を示し、説明及び特許請求の範囲とともに、本技術の原理を説明
する役割を果たす。図面では、
【００１２】
【図１】本明細書に開示される技術の原理に従って構築された、アダプタが取り付けられ
た空気圧式締結具駆動工具の上部（背面）部分の斜視図である。
【００１３】
【図２】内部に収容された制御弁の詳細を示す、図１のアダプタの部分切取図の斜視図で
ある。
【００１４】
【図３】このアダプタを自動工具として機能させるいくつかの異なる動作状態を示す、図
１のアダプタの概略図である。
【００１５】
【図４】制御弁及び空気通路の詳細を示す、図１のアダプタの上面図である。
【００１６】
【図５】工具のトリガが作動される前の第１の初期動作状態を示す、図１のアダプタの上
面図である。
【００１７】
【図６】工具のトリガが作動された後の、発射弁が締結具を駆動するために開いている、
第２の動作状態を示す図１のアダプタの上面図である。
【００１８】
【図７】工具の発射弁が作動された後の、バネが圧縮され、発射弁が閉じる、第３の動作
状態を示す図１のアダプタの上面図である。
【００１９】
【図８】バネが制御弁をその公称状態に押し戻した後の、トリガが作動したままである場
合に、制御弁が締結具を発射するように再度機能する、第４の動作状態を示す図１のアダ
プタの上面図である。
【００２０】
【図９】図１のアダプタの側面立面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　ここで、本発明の好ましい実施形態を詳細に参照するが、その実施例は、添付図面に示
されており、同様の数字は、図面全体を通して同じ要素を示す。
【００２２】
　本明細書に開示される技術は、その適用において、以下の説明に記載される又は図面に
示される構成要素の構成及び配置の詳細に限定されないことを理解されたい。本明細書に
開示される技術は、他の実施形態が可能であり、様々な方法で実施又は実行されることが
可能である。また、本明細書で使用される表現及び用語は、説明の目的のためであり、限
定するものと見なされるべきではないことを理解されたい。本明細書における「含む（in
cluding）」、「含む（comprising）」、又は「有する（having）」、及びその変形の使
用は、その後に列挙される項目及びその等価物、並びに追加の項目を包含することを意味
する。特に限定されない限り、本明細書における用語「接続された（connected）」、「
結合された（coupled）」、及び「取り付けられた（mounted）」、並びにその変形は、幅
広く使用され、直接的及び間接的な接続、結合、並びに取り付けを包含する。加えて、用
語「接続された」及び「結合された」並びにその変形は、物理的若しくは機械的接続又は
結合に限定されない。
【００２３】
　要素名、例えば、第１の入口、第２の入口などに先行する「第１」及び「第２」という
用語は、類似若しくは関連する要素、結果、又は概念を区別するための識別目的のために
使用され、必ずしも順序を意味することを意図せず、用語「第１」及び「第２」は、別途
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記載のない限り、追加の類似若しくは関連する要素、結果、又は概念の包含を除外するこ
とを意図するものでもない。
【００２４】
　ここで図１を参照すると、一般に参照番号１０によって指定されるアダプタは、従来の
締結具駆動工具５の上部（又は背面）に取り付けられる。アダプタ１０は、「単発」の締
結具駆動工具５を「複数ショット」の自動締結具駆動工具に変換する制御弁２０を含む。
この変換を達成するために、従来の締結具駆動工具５の端部キャップ部分（図示せず）は
、取り外され、アダプタ１０は、その端部キャップ部分を置き換える。
【００２５】
　従来の締結具駆動工具５内には、アダプタ内の空気通路に適合する空気通路が存在し、
これは、他の図に示され、以下で説明される。この例示した実施形態では、従来の締結具
駆動工具５は、Ｓｅｎｃｏ　Ｍｏｄｅｌ　Ｎｏ．ＳＨＳ５１ＸＰ－Ｎ高耐久性ワイヤステ
ープラである。当然、単発の締結具駆動工具の他のモデルもまた、本発明のアダプタとと
もに使用することができる。
【００２６】
　ここで図２を参照すると、制御弁２０の詳細を示す、アダプタ１０の部分切取図が示さ
れている。以下でより詳細に説明するように、一対の「距離ブッシング」及び圧縮バネも
図２に示されている。
【００２７】
　ここで図３を参照すると、アダプタ１０内の制御弁２０の様々な動作段階を示す、いく
つかの図が提供される。制御弁がその円筒形スリーブ内の異なる位置に移動すると、全体
的な工具（すなわち、従来の工具５とアダプタ１０との組み合わせ）が自動発射モードで
動作することを可能にする、異なる空気流パターンが可能になる。これらの状態のそれぞ
れは、図４～図７により詳細に示されており、この図３に戻る前に、ここで説明する。
【００２８】
　ここで図４を参照すると、中央ランド３０、左ランド３２、及び右ランド３４を含む、
制御弁２０の様々な部分が見られる。スリーブの円筒容積内には、左空気通路３６及び右
空気通路３８がある。制御弁に隣接して、圧縮バネ２６並びに一対の距離ブッシング２２
及び２４がある。制御弁２０（及びその対応するスリーブ）の断面形状は必ずしも円形で
ある必要はないが、その形状は、そのような弁及びそれらの内部開口部（又はスリーブ）
に対する流体工学の技術分野における標準的な設計であることに留意されたい。
【００２９】
　速度制御空気通路（工具本体内への）は、参照番号４０で示され、トリガ空気通路（工
具本体内への）は、参照番号４２で示され、発射弁空気逃がし通路（工具本体内への）は
、参照番号４４で示されている。参照番号５０で（工具本体から）一定の空気圧源が利用
可能である。アダプタ自体内の空気通路は、４１、４３、４５、及び５１に存在し、ここ
で４１は、「速度制御」空気通路であり、４３は、「トリガ空気」通路であり、４５は、
「発射弁空気逃がし通路」であり、５１は、一定の空気供給のための通路である。これら
の通路４１、４３、４５、及び５１は、工具５とアダプタ１０との間の物理的境界面にお
いて、従来の空気圧式工具５の本体内の既存の空気通路に至るような、サイズ及び形状で
ある。
【００３０】
　語句「空気通路」は、大気の「空気」を輸送することに文字通り限定されないことが理
解されるであろう。例えば、二酸化炭素又は窒素を含む、任意の適切なガスをそのような
工具に使用することができる。この説明では、「空気」という語は、単に慣例として使用
され、一部の工具については、圧縮二酸化炭素ガスのボトルが特定のタイプの工具を動作
させることを可能にする実際の加圧物質であることが常識であっても、空気圧式締結具駆
動工具の技術分野では、そのような工具は、しばしば「空気工具」と呼ばれる。当然のこ
とながら、圧縮空気は、本明細書に開示される新しい技術のための有望なガスである。
【００３１】
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　図４はまた、アダプタ１０の特定の他の特徴を示す。「制御プレート」（又はハウジン
グ）６０は、アダプタの外面を提供する。ほとんどの設計では、この制御プレート６０に
は、取り付けネジを使用して、アダプタ１０を工具本体に保持するために使用される、い
くつかの取り付け孔６２が存在する。
【００３２】
　ここで図５を参照すると、工具のトリガが作動されていない初期動作状態（又は「第１
の」位置）が示されている。初期状態では、トリガ空気は、制御弁２０を通って流れ、発
射弁を下向きに押すことになり、したがって、発射弁（図示せず）は、閉鎖される。制御
弁２０は、バネ２６が圧縮されていない、右（この図では）に配置される。その第１の位
置では、中央ランド３０は、左空気通路３６がトリガ空気通路４３及び発射弁空気逃がし
通路４５の両方に開放されるように配置され、それによって、内部を通る空気流を可能に
し、これは「トリガ空気流路」７２と呼ばれる。
【００３３】
　この状態では、トリガ空気流路７２は、主工具本体内への空気通路４２及び４４、アダ
プタ内の空気通路４３及び４５、並びに左空気通路３６を含む。したがって、トリガ空気
（４２での）は、制御弁２０を通って流れ、発射弁を下向きに押し（発射弁空気逃がし通
路４４を介して）、したがって、発射弁（図示せず）は、閉鎖される。
【００３４】
　ここで図６を参照すると、主工具のトリガ（図示せず）が作動される次の動作状態が示
されている。加圧空気は、その後、制御弁を通って発射弁上に流れ、トリガによって放出
される。発射弁は、上昇し、発射位置にあり、締結具を駆動するために作動する。速度制
御空気通路４０を通って流れる空気が存在し、これは、「速度制御空気流路」７０と呼ば
れる。
【００３５】
　ここで図７を参照すると、速度制御４０を通って来る空気が、制御弁２０を制御弁の第
２の位置であるスリーブの他方の端部に（この図では左に、すなわち圧縮されるバネ２６
に向かって）移動させる、次の動作状態が示されている。したがって、５０での供給され
た一定の空気は、制御弁（右空気通路３８内）を通って発射弁空気通路４４に向かって通
過し、下向きに移動し、発射弁は、閉じる。この空気流路は、図７の「空気逃がし流路」
７６と呼ばれる。この位置では、制御弁２０は、空気を放出し、締結具駆動工具は、非発
射位置（「休止」位置である）になる。
【００３６】
　ここで図８を参照すると、バネ２６は、制御弁２０をその公称（第１の）位置に押し戻
し、トリガが作動されたままである場合、工具は、再び第２の状態に入る。しかし、トリ
ガが押されておらず、かつ発射弁が閉じられている場合、加圧空気は、空気流路７２を通
って流れ、一定の供給空気は、７４で利用可能である。これは、図５に示す初期状態であ
り、制御弁２０は、工具のトリガが再び作動されるまで、その第１の位置に留まる。
【００３７】
　しかしながら、トリガが依然として押されている場合、図６に示すように、サイクルは
、第２の状態に自動的に入ることによって継続する。上述のように、加圧空気は、その後
、制御弁を通って発射弁上に流れ、トリガによって放出される。発射弁は、上昇し、その
発射位置に移動し、次いで、工具は、締結具を駆動する。
【００３８】
　ここで図３を参照すると、「Ｏ１」と題した第１の図は、図５で見たものに対応する初
期状態を示し、加圧空気は、流路７２及び７４を通って流れ、トリガは、引かれておらず
、発射弁は、閉鎖されている。第２の図「Ｏ２」は、図６で見たものに対応する第２の状
態を示し、加圧空気は、流路７０及び７４を通って流れ、トリガは、引かれ（又は「中に
」あり）、発射弁は、開いている。次の図「Ｏ３」は、図７で見たものに対応する第３の
状態を示し、加圧空気は、流路７６を通って流れ、トリガは、中にあり、発射弁は、閉鎖
される。次の図「Ｏ４」は、図８で見たものに対応する第４の状態を示し、加圧空気は、
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流路７４を通って流れ、ユーザが次の自動発射サイクル（すなわち、図「Ｏ２」）へと継
続したい場合には、トリガは、中に留まる。そうでなければ、ユーザは、トリガを解放し
、その状況では、次の図「Ｏ５」は、図「Ｏ１」に示す第１の状態と同じである、次の状
態を示す。
【００３９】
　工具５及びアダプタ１０の組合せに対する動作速度は、速度制御空気通路４０を通る空
気流量に影響を及ぼすスロット付きのタイプの有頭ねじによって調整可能である。有頭ね
じは、アダプタ１０の上部に保持される。速度制御空気流は、制御弁２０がどれくらい速
く動作するかに影響を及ぼす。図示の実施形態では、発射弁は、一秒当たり約１２回の最
大速度で繰り返すことができる。
【００４０】
　例示的なプロトタイプの実施形態では、アダプタは、約７９ｍｍ×７３ｍｍ×１５ｍｍ
のサイズである。制御弁２０の作動空気圧は、締結具駆動工具５の空気圧の約５％である
。プロトタイプの実施形態では、制御弁は、硬化鋼で作製され、バネは、バネ鋼で作製さ
れ、制御プレート６０の材料は、ＰＡ２２００である。アダプタ本体（すなわち、制御プ
レート６０）は、３次元印刷技術を使用して容易に製造することができる。
【００４１】
　図面に示し、上述した正確な機能は、おそらく厳密ではないが、同様に機能するように
幾分修正することができ、本明細書に開示される技術の原理から逸脱することなく機能す
ることが理解されるであろう。これらの図面に記載されている制御方式によって実行され
る機能の一部の厳密な性質は、自動締結具駆動工具（例えば、Ｓｅｎｃｏ締結具駆動工具
を含むもの）の特定の将来モデルを対象としており、多くの場合には、全体的な発明の結
果は同じ状態で、締結具駆動工具の他のモデル又はブランドとともに使用するために、確
実に類似しているが、ある程度異なる工程が取られることになる。
【００４２】
　可動部を有する、又は機能を実行する、本明細書に記載される任意の種類の製品（処理
回路及びメモリ回路を有するコンピュータなど）は、単になんらかの無生物装置としてで
はなく、「マシン」と見なされるべきであることが更に理解されるであろう。そのような
「マシン」装置は、電動工具、プリンタ、電子錠などを、それらの例示的な装置がそれぞ
れ特定の可動部を有するため、自動的に含むべきである。更に、有用な機能を実行するコ
ンピュータ化された装置はまた、マシンと見なされるべきであり、そのような用語は、多
くの場合、多くのそのような装置を説明するために使用され、例えば、ソリッドステート
電話応答機は、可動部を有さなくてもよいが、周知の有用な機能を実行するため、それで
も一般に「マシン」と呼ばれる。
【００４３】
　本明細書で使用するとき、用語「近位」は、２つの物体がおそらくは互いに隣接するよ
うに、１つの物理的物体を第２の物理的物体と接近して配置する意味を有することができ
るが、それらの間に配置された第３の物体が存在しないことが必ずしも必要ではない。本
明細書に開示される技術では、「雄型位置決め構造体」が「雌型位置決め構造体」の「近
位」に配置されることになる場合が存在し得る。一般に、これは、２つの雄型構造体及び
雌型構造体が互いに物理的に隣接することになることを意味し得る、又はこれは、それら
が、２つの雄型構造体及び雌型構造体が連続的な表面に沿って実際に互いに触れるか否か
にかかわらず、１つの構造体を互いに対して所定の方向に向けて、かつＸ－Ｙ（例えば、
水平及び垂直）位置に本質的に保持する特定のサイズ及び形状により、互いに対して「嵌
合される」ことを意味し得る。又は、任意のサイズ及び形状の２つの構造体（雄型、雌型
、又は他の形状かにかかわらず）は、それらが互いに物理的に隣接するか否かにかかわら
ず、互いに幾分近くに配置されてもよく、そのような関係は、依然として「近位」と呼ぶ
ことができる。又は、特定の点に対する２つ以上の可能な位置は、スティックの端部「の
付近に」又は「に」あるなど、物理的物体の正確な属性に関連して指定することができ、
それらの可能な付近の／その位置の全ては、そのスティックの端部の「近位」とみなすこ
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ができ、単一の物体は、２つの端部を有してもよく、「遠位端」は、基準の対象点（又は
領域）から幾分より遠く離れて配置された端部であり、「近位端」は、基準のその同じ対
象点（又は領域）に幾分より接近して配置されることになる他方の端部である。
【００４４】
　本明細書に記載及び／又は図示される様々な構成要素は、本明細書に開示される技術の
原理から逸脱することなく、複数の部品で又はこれらの構成要素のそれぞれのための一体
型部品としてを含む、様々な方法で製造することができることが理解されるであろう。例
えば、以下の特許請求の範囲の列挙された要素として含まれる構成要素は、一体型部品と
して製造されてもよく、又はその構成要素は、一緒に組み立てられるいくつかの個々の部
品の組み合わせ構造体として製造されてもよい。しかし、その「複数部品の構成要素」は
、特許請求される列挙された要素が、本明細書では一体型構造体としてのみ記載及び図示
されていると思われる場合であっても、請求項の解釈の侵害目的に対して特許請求された
列挙された要素の範囲内に依然として入る。
【００４５】
　「背景技術」及び「発明を実施するための形態」で引用した全ての文献は、関連部分に
おいて、参照により本明細書に組み込まれるが、いずれの文献の引用も、それが本明細書
に開示される技術に関する先行技術であることを容認するものとして解釈されるべきでは
ない。
【００４６】
　好ましい実施形態の前述の説明は、例示及び説明の目的のために提示されている。網羅
的であること、又は本明細書に開示される技術を開示される正確な形態に限定することを
意図するものではなく、本明細書に開示される技術は、本開示の趣旨及び範囲内で更に修
正されてもよい。本明細書に記載又は図示した任意の実施例は、非限定的な実施例として
意図されており、本明細書に開示される技術の趣旨及び範囲から逸脱することなく、上記
の教示を考慮することで、実施例若しくは好ましい実施形態（単数又は複数）の多くの修
正形態又は変形形態が可能である。実施形態（単数又は複数）は、本明細書に開示される
技術の原理及びその実際的な適用を例示するために選択及び説明されており、それによっ
て、当業者が、想到される特定の用途に適合するように、様々な実施形態において、かつ
様々な修正とともに、本明細書に開示される技術を利用することを可能にする。したがっ
て、本出願は、その一般原理を使用して本明細書に開示される技術の任意の変形、使用、
又は適応を網羅することを意図する。更に、本出願は、本明細書に開示されるこの技術が
関連し、添付の特許請求の範囲の範囲内に含まれる、当該技術分野において既知又は慣習
的な実施の範囲内にあるように、本開示からのそのような逸脱を網羅することを意図して
いる。
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